
 練馬区個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

 

 

  令和８年６月１２日 

 

 

 

           練馬区長  吉  田  健  一 



練馬区規則第７４号 

 

   練馬区個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区個人情報の保護に関する規則（令和５年３月練馬区規則第27号）の一部

をつぎのように改正する。 

 第１号様式中 

「 

イ 請求者本人確認書類 

 □運転免許証  □健康保険資格確認書 

□個人番号カードまたは住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録 

証明書 

 □その他（                        ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してくだ 

さい。 

  を 

                                  」 

「 

イ 請求者本人確認書類 

 □運転免許証   

□健康保険資格確認書 

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録 

証明書 

 □その他（                        ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してくだ 

さい。 

  に 

                                  」 

改める。 

 第12号様式中 

「 

２ 請求者本人確認書類 

  □運転免許証  □健康保険資格確認書 

□個人番号カードまたは住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人 

登録証明書 

  □その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してくだ 

さい。 

 

  を 

                                  」 

 



「 

２ 請求者本人確認書類 

  □運転免許証   

□健康保険資格確認書 

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人 

登録証明書 

  □その他（                      ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してくだ 

さい。 

  に 

                                  」 

改める。 

 第20号様式中 

「 

２ 請求者本人確認書類 

  □運転免許証  □健康保険資格確認書 

□個人番号カードまたは住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証 

明書 

  □その他（              ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してくだ 

さい。 

 

  を 

                                  」 

「 

２ 請求者本人確認書類 

  □運転免許証   

□健康保険資格確認書 

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録 

証明書 

  □その他（                       ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してくだ 

さい。 

  に 

                                  」 

改める。 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区個人情報の保護に関す

る規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使

用することができる。 


